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意
を

注
い

な
農
業
撮

興
策
 

外
崎
市

長

の
像
算

説
明
要
旨
 

総
額
三
億
五
千
万

円
 

響
議
瞬
重
駄
・産
業
経
済
費
に
 

市
 

税
 
一
一

四
、
六
九
八
、
九

O
O闘
 
合
 

計
 

三
五
二
、六
五
九
、
一
二一
ニ
 

ー
ー
ー
と
（

o
 

地
方
交付
視
（
」
 謎
一

8
8
8

、
8
8
8
）
 
一

歳
 
出
一
 

財
 
産
 
費
（
ゆ
 

(
O．
」
舟
、
三
七
三
．
五
「q
O
）
 

一
 
】
 
産
業
経
済
費
 

保
健
衛
生
費
 

(
o
 

財
政
に
計

画
性
 

五
所
川
原
市
農
会
定
例
会
の
開
会
に
あ
た

り
ま
し
て
、
本
市
財
政
に
関
す
る
諸
股
の

事
情
と
m延
山
議
異
の
主
な
る
も
の
に
つ
い

て
説
明
を
申
し
あ
げ
ま
す
 

・
 

本
市
の
財
政
に
つ
き
ま
し
て
は
、
合
併
以

来
皆
さ
ま
方
の
絶
オ
な
る
ご
協
力
を
い
た

だ
き
ま
し
て
、
 一
歩
」
歩
堅
実
な
歩
み
を

進
め
当
初
の
け
」
」三
干
五
百
余
万
円
、
昭

和
三
十
年
度
は
ニ
千
五
百
八
十
万
円
、
 三

＋

一
年
度
に
お
き
ま
し
て
は
ニ
千
四
百
万

円
、
「
〒

ニ
年
【繊
、
は
一
千
八
百
万
円
を

目
標
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
が
ん
ば
る
所

存
で
あ
り
ま
す
 

た
だ
こ
の
間
、
三
十

一
年
度
に
、
遣
富
、
 

梅
田
、
 中
泉
、
 七
和
等
の
合
併
が
あ
り
ま

し
て
、
こ
れ
ら
の
赤
宇
が
合
計
約
一
千
万

円
あ
り
こ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
は
余

程
財
欧
的
に
計
画
性
を
持
た
れ
ば
な
り
j
 

せ
ん
の
で
、
今
後
と
‘
甘
さ
ま
方
の
特
段

の
ご
指
導
を
仰
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す

こ
の
間
に
お
い
て
二
1
一
年
度
は
懸
案
の

電

報
電
話
局
、
裁
判
所
、
法
務
局
支
局
、
 

労
働
基
準
監
啓
署
等
の
各
官
公
衛
が
夫

A
 

前
市
に
さ
き
が
け
て
、
新
築
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
既
に
着
1
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

ご
承
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
 

、
 
ス舌

の
事
業
「
自
をA
ま
し
て
も
廿
宅
は
既

に
三
「
J
千

一
白
の
建
設
を
完
了
1
、
水

道
も
ま
た
、
八
分
ど
お
り
の
完
成
を
み
、
 

市
立
病
院
‘
結
核
病
棟
も
完
成
し
市
役
所

の
庁
舎
も
三
階
建
の
完
工
を
み
ま
し
た
、
 

そ
の
他
当
直
室
の
新
築
や
各
小
中
学
校
の
 
 

新
築
増
築
等
着

A
と
建
設
事
業
が
毎
ん
で

お
り
ま
す
こ
と
は
、
東
天
に
旭
日
を
仰
ぐ

が
如
き
感
が
す
る
も
ガ
で
、
こ
れ
即
ち
議

会
の
ご
協
力
に
よ
る
賜
と
深
く
感
謝
し
て

い
る
所
で
あ
り
ま
す
 

こ
れ
だ
け
ぼ
う
だ
い
な
事
葉
を
遂
行
し
て

な
お
且
つ
黒
宇
を
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
相
当
の
無
埋
も
 

、
伴
う
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
ご
承
知
の
如

く

一
般
会
社
と
異
な
り
ま
し
て
公
共
団
体

の
場
合
は
建
物
等
を
資
産
し
て
決
算
に
出

す
と
い
う
わ
け
に
参
ら
ず
現
実
に
金
の
使

つ
た
も
の
は

一
応
才
出
と
し
て
計
上
さ
れ

る
た
め
に
財
政
の
苦
心
が
、
ひ
そ
む
次
第

で
あ
り
ま
し
て
、
こ
，
点
ょ
ろ
し
く
ご
諒

承
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
り

ま
す
 

さ
で
、
提
案
の
順
序
「
」
従い
ま
し
て
、
そ

の
要
点
を
ご
説
明
中
し
あ
げ
ま
す
 

一統
合
中
伴
校
建
設

一
 

専
第
四
号
は
、
博
覧
会
の
敷
地
を
畳
収
す

る
に
当
り
ま
し
て

一
応
仮
契
約
を
し
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
が
、
 そ
の
細
目
に
つ
い
て

子
算
外
義
務
負
担
の
理
由
が
生
じ
た
の
で

・

専
決

い
た
し
ま
し
た
 

議
案
第

一
号
は
三
十

一
年
度
の
一
般
会
計

才
入
才
昂
追
加
更
正
予
算
で
あ
p
ま
す

こ
れ
は
総
額
四
千
「
自
四
＋よ
舞

五
千
一
一

百
四
十
円
の
増
額
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の

う
ち
主
た
る
も
の
、
統
合
中
学
校
の
敷
地

と
し
て
、
 一
千
四
百
八
十
九
万
大
千
円
と

公
営
住
宅
敷
地
二
千

一
百
七
十
三
万
七
千

円
と
梅
田
、
 中
泉
の
分
町
に
伴
な
い
鶴
田
 
 

町
と
契
約
し
た
五
百
万
円
も
諸
支
出
金
と

し
て
計
上
い
た
し
ま
し
た
 

ま
た
消
防
費
も
百
拾
壱
万
円
追
加
い
た
し

ま
し
て
、
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
、
 

こ
れ
に
対
す
る
財
源
と
し
て
は
市
税
大
百

三
十
四
万
円
で
あ
り
ま
す
が
、
 こ
れ
は
国

有
資
産
所
在
地
交
付
金
と
し
て
百
三
＋
四

万
円
を
ふ
く
ん
で
お
り
車
す
 

地
方
交
付
税
は
千
八
百
九
十
大
万
八
千
円

を
見
込
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
合
併
市
町

村
の
段
階
補
正
の
適
用
を
う
け
て
先
般
算

定
が
え
を
し
た
結
果

一
応
こ
の
数
字
が
出

た
次
第
で
あ
り
ま
す
 

公
営
企
業
及
び
財
産
収
入
で
は
一
千
四
百

万
円
を
計
上
、
た
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

土
地
売
払
代
八
百
万
円
有
価
証
券
四
十
太

万
円
で
あ
り
ま
す
 

国
庫
支
出
金
は
」
百
大
十
八
万
円
で
す
が

こ
れ
は
住
宅
敷
地
の
補
助
金

ニ
百
十
八
万

円
が
主
た
る
も
の
で
あ
り
ま
す
 

そ
の
他
、
県
支
出
金
を
寄
附
金
で
約
五
十

万
円
合
計
四
千
「
百
四
十
九
万
五
干
一
「百

四
十
円
で
、
才
入
才
出
共
に
こ
の
数
字
と

な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
 

議
案
第

二
号
は
特
別
会
計
水
道
費
才
出
更

正
子
算
は
、
薪
炭
手
当
期
末
手
当
の
増
額

支
給
分
並
び
に
臨
時
職
員
一
名
の
人
件
費

及
び
硫
酸
パ
ン
ド
分
で
あ
り
ま
し
て
こ
れ

を
二
歓
の
公
債
費
、
 三
歎
の
拡
張
工
事
費

か
ら
更
正
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す

議
案
第
三
号
で
あ
り
ま
す
が
、
特
別
会
計

都
市
計
画
事
業
の
更
正
予
算
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
起
漬
補
助
を
更
正
し
経
常
費

を
み
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
 

「
議
案
第
五
号
は
一
野
坪
の
P
T
A
会
長

か
ら
敷
地
に
対
す
る
二
十
五
万
円
の
寄
附

採
納
願
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
提

案
い
た
し
ま
し
た
 

「
議
案
第
大
号
は
市
立

一
野
坪
小
学
校

A
 

地
買
収
及
び
交
換
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す

が
、
 こ
れ
は
現
在
の
校
舎
並
び
に
敷
地
と
 
 

三
反
歩
を
交
換
し

一
反
歩
は
前
号
の
寄
附

採
納
で
処
理
を
な
し
残
り
の
一
反
歩
は
前

議
会
で
議
決
を
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
 

一農
業
振
興
に
重
鮎
一
 

次
は
議
案
箕
七
号
で
あ
り
ま
す
が
、
昭
和

三
十
ニ
年
度
の

一
般
会
計
才
入
才
出
予
算

に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
ご
説
明
申
し
あ

げ
ま
す
 

先
ず
新
年
度
の
重
点
は
●
業
振
興
策
で
あ

り
ま
す
、
昨
年
度
は
九
百
九
十
刀
円
で
あ

り
ま
し
た
が
、
 三
十
二
年
度
弔
．は
約
三
倍

の
二
千
八
百
五
十
万
円
を
見
込
み
ま
し
て

最
重
要
性
を
盛
り
込
ん
だ
次
第
で
あ
り
ま

す
 

ま
た
土
木
費
に
お
き
ま
し
て
も
、
昨
年
度

の
約
ニ
倍
と
し
て
一
千
八
百
余
万
円
を
計

上
い
た
し
革
し
た
 

教
育
関
係
で
は
統
合
中
学
校
の
建
設
と
公

営
住
宅
の

二
百
四
十
戸
を
三
ケ
生
計
画
で

継
続
事
業
と
し
て
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
 

こ
れ
に
要
す
る
三
十
二
年
度
の
市
費
負
担

は

一
千
九
百
大
十
万
円
位
と
な
り
ま
す

三
十

一
年
度
は
長
富
、
梅
田
、
中
泉
、
 七

和
等
の
合
併
が
あ
り
ま
し
て
自
然
三
＋
二

年
度
の
予
算
も
ふ
く
れ
た
次
第
で
、
総
額

四
億
大
百
万
円
と
な
り
ま
し
た
 

し
か
し
継
続
費
の
関
係
で
三
十
三
年
以
降

の
も
の
が
、
大
千
万
円
以
上
で
あ
り
ま
す

か
ら
実
質
で
は
三
億
四
千
万
円
と
な
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
 

な
お
、
ま
た
市
税
の
関
係
で
あ
り
ま
す
が

間
定
資
産
税
で

は
三

ー

一
年
度
は
百
分
の

二
を
一
、
 八
ま
で
「と
下
げ
ま
し
た
又
市
民

税
も
四
百
五
＋
円
の
扶
養
控
除
額
を
五
百

円
ま
で
あ
げ
た
次
第
で
願
次
市
税
も
引
下

げ
を
行
つ
て
参
り
た
い
所
存
で
あ
り
ま
す
 

第
八
号
は
三
十
ニ
年
度
特
別
会
計
水
 
 

蔭
様
を
も
ち
ま
し
て
水
道
工
事
は
順
調
に

進
み
ま
L
て
三
十
ノ
ー
年
度契
約
分
を
も
つ

て
工
事
は
完
成
の
城
に
達
し
、
三
十
二
年

で
は
年
度
早
々
に
お
い
て
通
水
式
を
挙
行

す
る
段
階
に
立
ち
至
り
ま
し
た
こ
と
は
ま

こ
と
に
ご
同
慶
に
た
え
な
い
所
で
あ
り
ま
 

す
 

．
 

工
亭
費
請
負
費
の
支
払
は
二
千
二
百
万
円

の
起
債
を
も
つ
て
終
了
す
る
こ
と
に
な
つ

？

て
お
り
ま
す
 

議
案
第
九
号
は
持
別
会
計
都

市
計
画
事
業

費
の
才
入
才
出
干
・
算
で
あ
りま
す
が
、
先

般
上
京
し
た
際
に
色
々
と
折
衝
し
ま
し
た

結
果
幹
線
の
一
一
本
と
線
合
グ
ラ
ン
ド
は
そ

れ
ぞ
れ
決
定
を
み
ま
し
て
、
こ
れ
を
午
算

に
組
み
ま
し
た
 

議
案
第
＋
号
は
特
別
会
計
国
民
健
康
保
険

事
業
勘
定
才
入
才
出
子
算
で
あ
り
ま
す
が

こ
れ
は
二
千
大
百
三
十
九
万
大
千
円
で
」
一

十
一
年
度
に
く
ら
べ
て
四
百
三
十
四
万
円

の
増
額
で
あ
り
ま
す
、
こ
れ
は
新
年
度
か

ら
七
和
、
梅
田
、
中
泉
、
長
富
地
区
を
全

部
実
施
い
た
し
、
保
健
婦
を
配
置
し
保
健

衛
生
費
の
増
額
と
相
ま
つ
て
予
防
行
政
に

大
き
な
役
割
を
果
す
次
第
で
あ
り
ま
す
 

一
結
核
病
棟
増
築
一
 

議
案
第
十
一
号
は
市
立
病
院
の
関
係
で
あ

り
ま
す
が
、
前
年
度
に
く
ら
べ
ま
し
て
約

一
千
万
円
の
増
で
あ
り
ま
し
て
ご
承
知
の

と
お
り
病
院
は
押
す
な
押
す
な
の
盛
況
で

あ
り
、
し
か
も
入
院
患
者
は
収
容
し
き
れ

な
い
実
状
で
あ
り
ま
し
で
、
ニ
れ
も
政
府

と
交
渉
し
結
核
病
棟
の
増
婆
看
護
婦
宿
舎

の
増
築
を
考
慮
し
て
お
り
ま
す
、
 才
入
才

出
は
四
千
八
十
三
万
七
千
円
で
あ
り
ま
す

議
案
第
十
「
号
は
公
益
質
屋
事
業
分
で
あ
 

す
が
、
皆
さ
ま
方
の
ご
指
導
を
う
け
 

財
 
産
 
費
 

て
お
り
ま
す
 

．本
年
度
予
算
は
七
百
八
十
三
万
円
で
あ
り

し
て
、
 前
年
度
に
く
ら
べ
て
白
ニ
十
八
万

円
の
誠
で
あ
り
ま
す
が
、
よ
う
や
く
軌
道

に
の
つ
て
声
り
ま
し
た
わ
け
で
、
こ
の
点

力
強
く
考
え
て
お
り
ま
す
 

議
案
第
十
八
号
は
同
じ
く
統
合
中
学
極
の

建
設
で
あ
り
ま
す
が
、
蓮
沼
一
番
地
に
約

九
千
坪
の
地
を
ト
し
て
二
千
四
十
五
坪
の

建
築
を
な
し
、
外
に
三
百
ニ
t
坪
の
屋
内

体
操
場
を
た
て
三
十
大
学
級
規
棋
の
も
の

と
い
た
し
ま
し
て
教
育
委
員
会
と
も
密
接

な
連
絡
を
と
り
ま
し
て
計
画
し
た
次
第
で

あ
り
ま
す
 

議
案
第

二
十
号
は
公
営
住
宅
建
設
で
あ
り

ま
す
が
三
年
計
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交
換
分
合
費
 

（〇
 

農
業
振
興
費
 (

o
 

商
工
振
興
費
 (

o
 

市
税
 

寄 

管
 
繕
 
費
 (

o
 

諸
 
費
 

消
防
費
 

（〇
 

消
防
署
費
 

（
〇
 

消
防

圏
費
 （〇

 

普
 
繕
 
費
 

土

木
費
  

（
〇
 

道
路
維
持
修
繕
費
 

（
 
〇
 

道
路
新
設
改
良
費
 

(
 

橋
梁
維
持
修
繕
費
 

（
 
△
 

橋
梁
新
設
改
良
費
 

（〇
 

側
溝
維
持
修
繕
費
 

（
 
△
 

災
害
防
除
費
 (o

 

市
内
街
灯
費
 

九
七
七
、〇
〇
o
 

三
四
七
、o
9
p
）鴫
 



全県民の期待を集める 

1
 

月
 
2
1

日-
'
-
w
 
9

月I
 
0
 

日
 

一
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今ま での博覧会に見ない内容と 

構想の雄大さ、五万市民 

結 集 の 成 果 漸 く 実 る 

主催 ◆ 青森豚◆五所川原市 

市
民
の
博
覧
会
 
市

民
の
博
覧
会
 
・
 
市
民
の
博
覧
会
  

市
民
の
博
覧
会
 

 

市
民
の
博
覧
会
 

市
民
の
博
覧
会
 
・
 市
民
の
博
覧
会
 

市
民
の
博
覧
会
 

市民の博覧会・市民の博覧会・市民の博覧会・市民の博覧会‘市民の博覧会 

市民の博覧会・市民の博覧会・市民の博覧会・市民の博覧会・市民の博覧会 

中
小
学
校
統
廃
合
計
画
に

基
く

五
所
川
原
、
栄
、
中
川
、
松
島

四
中
学
校
の
統
合
計
画
は
、
 三

十
一
一年
度
に
実
施
す
る
こ

と
に

な
り
、
過
般
の
予
算
市
会

に
お

い
て
承
認
さ
れ
た
、
統
合
校
舎

は
博
覧
会
敷
地
と
な
る
蓮
沼

の

八
千
九
百
三
十
六
坪
を
あ
で
、
 

木
造

二
階
建
延
べ

ニ
千
四
十
五

坪
三
十
大
学
級
と
し
こ
の
外
鉄

骨
平
家
建
三
百
一
一
十
一
坪の
屋

内
体
繰
場
を
建
設
す
る
、

こ
れ

は
県
下
に
も
稀
な
規
模
を
肥
り

も
の
で
、
建
築
費
八
千
万
円
販

地
買
収
費
一
千
五
百
万
円
を
先
 

当
、
校
名
を
五
所
川
原
中
学
校

と
す
る
q
 

消
防
圏
員
に
も

費
用
癖
償
適
用
 

市
消
防
署
は
市
消
防
団
条
令
の

一
部
を
改
正
し
、
消
防
団
員
に

も
報
し
ゆ
う
と
費
用
弁
償
の
規

程
を
適
用
す
る
こ

と
に
し
、
又

満
五
年
以
上
在
臓
し
た
者
が
退

職
又
は
死
亡
し
た
場
合
は
、
次

ぎ
の
金
額
を
支
給
す
る
こ
と
に

な
つ
た
 

”
「
、団
長
、
副
団
長
、
分
団
長
 

自
転
車
荷
車
税
 

昨
年
と
同
じ
よ
5
に
昭
和
三
十

一
年
度
分
市
税
完
納
者

（
十
一一

月
三
十
一
日
ま
で
に
完
納
し
た

人
）
を
表
彰
す
る
こ
と
に
し
て

完
納
者
名
簿
を
調
製
中
で
す
が

遺
か
ん
な
が
ら

一
番
税
額
の
小

さ
い
自
転
車
荷
車
税
を
期
限
ま

で
に
納
付
し
て
い
な
い
た
め
せ

つ
か
く
他
の
切
符
を
全
部
納
期

前
や
、
納
期
毎
に
納
付
し
て
も

年
内
完
納
に
取
扱
わ
れ
な

い
方

が
相
当
見
え
て
お
り
ま
す
 

昭
和
三
十
二
年
度
も
四
月
に
入

る
と
す
ぐ
自
転
車
荷
車
税
の
切

符
が
配
付
さ
れ
ま
す
か
ら
期
限

を
お
忘
れ
な
く
、
必
ず
期
限
ま

で
に
納
付
し
て
昭
和
三
十
二
年

度
の
完
納
表
彰
式
に
は
是
非
納

期
前
納
付
ま
た
は
納
期
内
納
付
 

者
と
し
て
表
彰
さ
れ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
 

水
道
の
出
し
故
し
と
断
水

と
料
金
値
上
に
つ
い
て
 

今
年
は
例
年
よ
り
寒
水
が
き
び

し
い
の
で
御
承
知
の
と
お
り
竃

力
事
情
が
日
増
し
に
悪
化
し
サ

イ
ク
ル
は
低
下
し
更
に
随
時
停

電
が
行
は
れ
て
い
る
状
態
で
あ

り
ま
す
 

水
道
も
こ
の
影
響
を
う
け
て
、
 

浄
水
、
配
水
を
正
常
状
態
に
於

て
維
持
す
る
操
作
が
困
雌
を
来

し
苦
し
い
作
業
を
続
け
て
お
り

ま
す
が
、
そ
れ
に
も
か
、
わ
ら

ず
J
部
地
城
で
は
断
水
状
態
を

呈
し
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す

こ
の
よ
う
な
悪
条
件
に
加
え
て

一
般
家
庭
に
お
い
て
は
水
栓
の

凍
結
を
防
止
す
る
た
め
と
い
う

誤
つ
た
目
的
の
た
め
水
道
の
田
 

昭
和
三
十

一
年
度
の
産
業
経
済

子
算
は
二
八
、
 五
一
」
、
五
一
一
 

O
円
で
昨
年
の
約
三
倍
に
近
い

こ
れ
を
各
事
菜
別
に
見
る
と
 

農
業
振
興
費
 

一
、
病
虫
害
防
除
機
具
 

五
〇
〇
、
〇
O
。
円
 

ニ
、
乾
燥
俸
 

し
放
し
を
し
て
い
る
向
が
多
級

あ
る
の
を
見
受
け
る
の
で
あ
り

ま
す
 

特
に
共
用
栓
及
メ

ー
ト
ル
制
で

な
い
家
庭
用
栓
に
お
い
て
甚
し

く
殆
ど
全
部
が
そ
う
で
あ
る
と

申
し
て
も
過
言
で
な
い
ほ
ど
で

あ
り
ま
す
、
水
道
は
そ
の
施
散

に
多
額
の
費
用
を
要
し
た
の
み

で
な
く
毎
日
の
浄
水
、
配
水
並

に
、
水
道
の
維
持
管
理
に

】
日

当
り
約
四
万
四
千
円
を
要
し
て

い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
水
を
粗

末
に
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
た

お
さ
ず
金
を
捨
て
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
り
ま
し
て
出
し
放
し

が
続
い
て
無
効
水
量
が
多
く
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
原
価
の
高
い

水
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
 

市
当
局
に
於
て
は
水
道
料
の
値

上
は
極
力
さ
け
る
方
針
で
進
ん

で
お
り
ま
す
が
年

A
高
額
の
建
 

五
C
O、
〇
〇
〇
円
 

三
、
 ブ
ル
ト

ー
ザ
 

二
、
大
〇
八
、
五
O
O
円
 設

費
の
償
還
の
他
に
更
に
多
額

の
電
力
料
、
薬
品
代
、
人
件
費

等
を
無
駄
水
に
か
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
れ
ば
無
駄
金
の

支
出
が
多
く
な
り
経
営
が
で
き

な
く
な
る
の
で
値
上
も
止
む
を

得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り

ま
す
 

そ
こ
で
需
用
者
の
皆
さ
ん
に
は

無
駄
な
水
の
出
放
し
は
直
ち
に

料
金
の
値
上
と
な
つ
て
各
家
庭

に
は
ね
か
え
り
に
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
さ
れ
て

自
分
達
の
水
道
を
自
分
達
が
守

り
育
て
・
い
く
と
い
う
心
構
の

も
と
に
隣
近
所
が
協
力
し
て
気

を
つ
け
合
つ
て
だ
し
放
し
の
な

い
よ
う
お
互
の
水
道
を
守
る
よ

う
心
掛
け
ら
れ
る
こ
と
を
お
願

し
ま
す
 

修
補
助
三
、
ニ
五
。
、
。
。
。
円
 

区
画
整
理
事
業

四
八
〇
、
〇
O
O
円
 

農
業
団
体
育
成
費

五
O
〇
、
〇

O
〇
円
 

新
農
村
建
設
費

一
、
一
一
O
、
O
〇
〇
円
 

農
業
会
館
建
設
費
 

一
、
農
村
感
謝
祭
及
名
産
物
研

究
 
四

C
O、
〇
O
O
円

一
、
 照
明
コ
 
ンク
ー
ル
 

】
O
O、
O
O
(
U円
 

観
光
費
 

美
林
済
掃
及
道
路
費

一
〇
O

、
〇

O
〇
円
 

橋
梁
五
ケ
所

五
O
O

、
O
O
〇
円
 

休
憩
所
及
便
所

一
大
。
、
O
〇

O
円
 

吊
橋
道
路
 

三
〇
〇
、
O
O
O円

市
場
施
設
費
 

一
、
土
地
買
収
費
 

一
、
五
O
O、
〇
O
O
円

と
な
つ
て
お
り
、
本
市
の
建
市

の
目
標
で
あ
る
田
園
都
市
の
完

成
へ
巨
歩
を
踏
み

m
Lた
こ
と

に
な
り
、
最
村
地
帯
に
対
す
る

施
策
は
期
待
さ
れ
る
も
の
が
あ
 

る
 

農
地
薄
用
の
 

許
可
指
令
 

行
き
が
か
り
と
な
つ
て
い
た
五

所
川
原
博
敷
地
の
農
地
転
用
間

題
は
去
る
十
大
日
，
林
大
臣
よ

り
正
式
許
可
の
通
知
が
あ
り
、
 

こ
れ
に
伴
い
、
 最
地
問
題
解
決

を
条
件
と
し
て
県
共
催
を
決
定

す
る
と
の
山
崎
知
事
の
言
明
通

り
、
目
下
開
会
中
の
県
議
会
に

県
共
催
を
正
式
提
案
の
運
び
と

な
つ
た
 

住
宅
四
十
七
戸
、
 三
十
主
年
度

に
は
第
一
歯
七
十
七
戸
、
 第
二

種
五
十

」
戸
合
計
ニ
百
四
十
戸

が
建
設
さ
れ
る
八
 こ
の
総
予
算

期
九
千
九
百
四
十
九
万
三
千
円

で
こ
の
中
国
庫
補
助
五
千
五
百
 

コ
引

二
年
度
像
簿
⑩
現
巨
に
拐ー
一

税
は
ど
う
軽
減

さ
れ
た
か
 

与
く
れ

た

産

業

経
済
費
 

固
定

資
産
税

引

下
げ
 
据
置
く

と
と
に
な
つ
て
お
り
ま
 

五
、
。

o
O
円

百
分
の
ニ
で
あ
つ
た
固
定
資
産
 
す
か
ら
、
こ
の
税
率
引
下
げ
に
 
一
、
副
分
団
長
、
部
長

税
の
税
率
が
百
分
の

一
、
八
に
 
ょ
る
減
税
分
約
五
百
五
十
万
円
 
四
、

o
o
o
円

引
下
げ
ら
れ
ま
し
た
 
は

そ
れ
だ
け
皆
様
に
配
付
さ
れ
 
二
 
副
部
長
、
班
長

前
号
の
市
報
で
説
明
し

ま
し
た
 
る
昭
和
「
〒
ニ
年
度
・
の固
定
資
 

三
、
。
へ」
O
円

と
お
り
、
固
定
資
産
の
評
価
額
産
税

の
切
符
が
安
く
な
る
わ
け
 
二

消
防
員
 
二
、
O
し
O
円

は
昨
年
度
の
価
格
を
そ
の
ま
ま
 
で
す
 

中
学
校
を

統
合
 

三
十
六
学
級
の
大
規
模
で
 

更
生
街
公
営
住
宅
の
建
設
計
画

は
昨
年
来
厚
生
省
と
折
衝
中
で

あ
つ
た
が
、
半
額
国
庫
補
助
に

よ
り
三
十
ニ
、
三
の
両
年
臓
に
 

更

生
街

住
宅

改
善
 

二
年
後
に
は
面
目
一
新
 

田
園
か
完
成
へ
亘
歩
 

、
 
期
待
さ

れ
る
農
村
へ
の
施
策
 

病
虫
害
薬
済
費
 
三
、

五
三
O

、
〇
O
〇
円

二
、
〇
大
五
、
 大
〇
O
円
 
十
一
、
 農
業
試
験
地
 

畜
産
改
良
費
 
ー

ハ
O
〇
、
〇
O
つ
円

二
」
五
、
O
〇
〇
円
 
商

工
費
 

農
道
排
水
識
せ
つ
、溜
池
補
 
二
 
木
工
塗
装
及
技
術
講
習
会
 

霧
難
鷲
鷲
鱗繊
議
」
一
 

諸
 

費
 
一
七
八
、

〇
り
〇

公
 
債
 
費
 
ー
ハ
六
三
、

九
四
五

工
 
事
 
費
 
三
五
、

九
三

O
、
O
〇
O
 

排
水
路
及
道
路
新
設
改
良
費
 

「
一
．八
三
九
、
五
〇
〇

合
 

計
 

三
八
、
三
三

O
、
〇

O
o
 

昭
和
三
十
ニ
年
度
五
所
川
原
市
特
別
会
計
 

国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
歳
入
出
予
算
 

歳
 

入
 

園
民
健
康
保
険
視
一
七
、
O
〇

O
、
O
〇
o
 

(
O
 三
、
〇

O
O、
O
〇
し
）
 

保
健
料
及
手
戴
料
 

一
五
、〇
〇

O
 

閣
庫
支
出
金
 

」
ハ
、三
〇
〇
、
O
〇
〇
 

(O
 
二
、
三
O
O、
〇

O
。
 

歳
 
出
 

市
役
所

費
 

四
、
一
七
四
、
四
〇

O
一
‘
 

（〇
 

一
、
二
O
八
、
八
二
九
）
 

保
除
給
付
費
 

一
八
、五
〇

O
、
O
O
〇
 

(
O
 三
、
六
一

O
、
〇
O
O
)
 

保
健
施
設
費
 

一
一
、O
O八
、
二
O
o
 

（〇
 

四
八

一
、六
四

O
)
 

趣
旨
普
及
費
 

一
一
一一
、O
O〇
 

公
 
債
 
費
 

一
八
五
、
O
〇
O
 

懸

支
出

金
．
 

九
九
九
、
O
〇
O
 

(
O
 

四
四
一
、
O
〇

O
)
 

像
 
備
 
費
 

四
七
一
、
三
三
六
 

（
△
 

七
七
O

、
四
七
O
)
 

合
 
計
 

一
一
六
、三
九
六
、
O
O〇
 

昭
和
三
十
ニ
年
度
五
所
川
原
市
特
別
会
計

国
民
健
康
保
険
直
診
勘
定
歳
入
出
予
算
 

歳
 

入
 

診

療
牧
入
 
三

O
、
三
八
三
、
〇
〇

o
 

（
〇
 
二
、
七
四
四
、
〇
O
O
)
 

一
部
負
担
金
 
一
三
、

五

O
O、
〇

O
〇
 

(
C
 三
、
五
六

0
、
O
O
o
 

．
 

・
 

五
九
、
〇

O
O
 

繰
 
越
 
金
 

一
O

、
O
O
O
 

雑
 
牧
 
入
 

一
一四
五
、
九
九
七

給
食

牧
入
 
四
、

一
四
〇
、
〇
〇
〇
 

合
 
計
 

四
八
、
八
三
七
、
九
九
七
 

（
〇
 
九
、
九
一
五
、
二

一
五
）
 

歳
 
出
 

施
 
設
 
費
 
三
八
、

三
二
O

、
六
五
〇
 

(
O
 二
、
九
一
六
、
O
九
五
）
 

マ
ー
k

ー
 

合
 
計
 

四
八
、
八
八
七
、
九
九
七
 

昭
和
三
十
二
年
度
五
所
川
町
市
営
公
益
貿
屋

特
別
会
計
歳
入
出
予
算
 

歳
 
入
 

公
替
企
業
財
産
牧
入
六
、
。
三
O

、
O
O
o
 

一
、
0
三
三
、
八
O
〇
）
 

市
 

債
 
一
、

〇
〇
〇
、
〇
O
〇
 

歳
 

出
 

社
曾
勢
働
施
設
費
  

四
六
六
、
二
七
六
 

（
  
△
 

一
「
三
、

八
五
五
）
 

七
八
、
〇
〇
〇

七
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
三
、、五
〇
〇

七
一
一
、三
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〇
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入金金 金金 

五

Q
、
〇
O
〇

一
、〇
〇

o
 

三
、
O
〇
O
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O
o
 

二
び
、
o
〇
o
 

一
O

、
〇
o
o
 

二
六
、
三
九
六
、
〇
O
〇
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雑繰 
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施
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費
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O
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費
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九
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、
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〇
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債
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〇
〇
 

貸
 
付
 
金
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一
二
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諸
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O
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〇
 
像
 

備
 
費
 

費
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一
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〇
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0
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「
 

一
厚
生
課
か
ら

一
 

合
併

地

区
の
皆

さ
ん
へ
 

来
る
四
月
一
日
か
ら
、
旧
七
和

村
、
梅
田
、
中
泉
地
区
の
皆
さ

ん
は
、
当
市
国
民
健
康
保
険
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
 今
月
〔
三
月
）
中
に
保
険

の
受
診
証
（
赤
刷
）
が
毎
戸
（
 

世
帯
毎
）
に
配
布
さ
れ
ま
す
、
 

そ
の
中
に
は
、
世
帯
毎
に
家
族

の
氏
名
、
続
き
柄
、
生
年
月
日

を
、
記
入
し
て
あ
り
ま
す
の
で
 

の
を
つ
ぷ
す
か
、
 余
つ
た
仔
豚

を
人
エ
ほ
乳
し
た
り
里
子
に
出

し
た
り
し
ま
す
。
人
エ
ほ
乳
の

場
合
、
分
娩
后
一
週
間
位
は
必

ず
初
乳
を
与
い
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
、
こ
れ
は
腹
の
中
で
出

し
た
糞
即
ち
胎
薫
を
下
さ
せ
る

成
分
が
初
乳
の
中
に
入
つ
て
い

て
こ
れ
が
出
な
い
と
い
ろ

I、
 

な
悪
い
原
因
と
な
る
か
ら
で
す

豚
は
普
通
横
に
な
つ
て
乳
を
飲

せ
、
子
豚
は
盛
ん
に
乳
房
を
も

ま
み
、
 親
豚
は
子
豚
も
呼
ぷ
よ

う
な
鼻
を
鳴
ら
し
て
、

一
匹
も

間
違
は
な
い
ょ
、
に
し
ま
す

子
プ
・
が
乳
頭
を
ロ
に
し
て
い

る
間
運
続
的
に
乳
汁
を
出
し
て

い
る
の
で
は
な
く
口
に
し
て
い
 
 配

布
さ
れ
た
ら
間
違
な
い
か
ど

う
か
よ
く
調
べ
て
下
さ
い
も
し

人
員
等
の
相
違
等
が
あ
つ
た
ら

直
ち
に
市
役
所
厚
生
課
の
国
保

係
ま
で
問
合
せ
て
下
さ
い
 

市
役
所
ま
で
お
出
で
に
な
れ
な

い
と
き
は
、
支
所
の
係
員
に
そ

の
事
情
を
お
話
し
て
下
さ
い
 

一
消
防
署
か
ら

火
防
運
動
に
つ
い
て
 

四
月
、
 五
月
は
力
？
風
が
強
く

し
た
が
つ
て
乾
燥
度
も
高
く
火
 

の
乳
を
吸
う
力
が
弱
く
、
 か
つ

動
作
が
級
漫
な
こ
と
を
補
？
も

の
と
思
は
れ
る
 

つ
ぎ
に
親
プ
タ
が
乳
を
ど
の
位

出
す
の
か
と
云
い
ま
す
と
丹
羽

先
生
は
、
 分
娩
后
ニ
ー
三
週
間

に
最
高
の
乳
を
出
し
、
 一
乳
期
 

（
大
O
日
間
）
 
の泌
乳
量
は
平

均
約

一
石
四
斗
に
当
り
、
 一
日

当
り
の
乳
量
は
約
ニ
升
三
合
で

あ
る
、
子
プ
声

一
頭
当
り
大
o
 

日
聞
の
ほ
乳
量
は
平
均
ニ
斗
一
一

升
で

一
日
一
頭
当
り
の
ほ
乳
量

は
約
三
合
と
な
つ
て
お
り
ま
す

尚
プ
タ
乳
は
牛
乳
に
比
ぺ
て
固

形
分
、
脂
肪
全
蛋
白
質
、
灰
分

等
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
栄
養

価
は
牛
乳
の
約
二
倍
と
な
り

一
 
 

災
の
好
条
件
の
時
期
で
す
 

市
消
防
本
部
で
は
四
月
十
か
ら

五
月
三
十
一
日
で
春
季
火
災
子

防
運
動
実
施
い
た
し
ま
す
が
市

民
の
皆
さ
ん
は
次
の
事
項
留
意

の
上
火
災
子
防
に
御
協
力
下
さ
 

記
 

冬
囲
い
の
早
期
撤
去
 

ェ
 
ン
トッ
の
再
点
検
 

不
用
物
件
の
焼
却
は
強
風

時
又
は
火
災
警
報
発
令
中
は

中
止
し
必
ず
消
防
署
に
届
出

の
上
監
視
者
を
つ
け
焼
却
す

る
こ
と
 

子
供
の
火
遊
び
に
注
意
 

留
守
の
際
は
残
火
の
点
検
 

に
留
意
 

大
、
初
期
消
火
は
速
報
が
第
一
 

の
倍
に
な
る
日
数
は
平
均
】
遇

間
で
あ
る
、
 
人
工
ほ
乳
の
場

合
は
前
記
の
時
問
、
 量
等
か
ん

案
の
ろ
え
行
う
ぺ
き
で
あ
る

子
プ
タ
は
生
后
四
、
 五
日
し
て

四
肢
が
丈
夫
に
な
つ
た
ら
温
い

日
は
外
へ
出
し
て
日
光
に
あ
て
 
 

本
年
度
に
お
け
る
九
件
の
火

災
の
中
四
件
は
通
報
の
遅
れ

た
も
の
で
す
 

④
火
災
通
報
は
「
火
事
」
の

一
．
 

声
で
消
防
署
の
専
用
電
話
に

連
報
下
さ
い
 

尚
お
九
件
の
火
災
損
害
額
の
大

百
万
円
で
昨
年
の
火
災
損
書
額

の
倍
近
い
数
字
を
示

L
て
い
ま

す
、
 お
互
い
に
十
分
注
意
し
ま

し
よ
う
 

一
永
道
課
か
ら

一
 

給

水
条
令
の
改
正
 

水
道
給
水
工
事
は
今
後
そ
の
装

置
か
ら
修
繕
、
改
造
、
撤
去
に

な
る
ま
で
市
が
設
計
施
行
し
ま

す
が
、
量
水
器
以
下
の
流
末
エ
 

新
し
い
空
気
を
吸
は
せ
、
つ
と

め
て
清
潔
な
土
を
踏
ま
せ
、
自

由
に
運
動
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
、
 
二
、
 三
遇
す
る
と

少
し
づ
つ
り
ん
ご
 
沸
ィ
モ
米

糖
、

フ
ス
マ
、
大
豆
粕
 
ノ魚
粕

等
適
宜
混
ぜ
合
せ
、
温
湯
で
練
 
 事

に
限
つ
て
市
長
の
許
可
を
得

た
も
の
は
公
認
の
水
道
工
事
業

者
に
施
行
さ

せ
る
こ
と
が
出
来

ま
す
、
 

又
土
地
や
家
屋
を
持
た
な
い
者

の
水
道
新
設
及
び
設
備
所
有
者

以
外
の
変
更
改
造
、
撤
去
請
求

は
設
備
所
有
者
の
承
諾
書
を
添

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
 

一
建
設
課
か
ら

一
 

道
路
占
用

料
の
 

徴
収
に
つ

い
て
 

今
度
市
内
の
道
路
を
便
用
す
る

場
合
は
道
路
占
用
料
が
徴
収
さ

れ
ま
す
、
公
益
上
必
要
と
認
め

た
時
又
は
市
畏
が
特
別
必
要
と

認
め
た
場
合
は
免
除
さ
れ
ま
す
 

つ
た
（
お
か
ゆ
程
度
）
も
の
を

与
い
る
と
よ
い
、
 子
プ
タ
の
飼

料
は
そ
の
都
度
新
し
く
作
つ
て

与
い
残
餌
は
母
プ

（
に
食
べ
さ
 

建
築
基
準
法

（
昭
和
一
一
十五
年

五
月
二
十
四
日
）
 
（
法
律第
一一

百

一
号
）
が
施
行
さ
れ
て
七
年

に
な
り
ま
し
た
が
、
新
築
、
増

築
、
改
築
、
及
び
、
移
築
、
規

槙
の
大
き
い
修
繕
、
模
様
替
、
 

或
い
は
、
用
途
変
更
を
な
さ
る

家
主
や
、
 直
接
此
等
工
事
を
な

さ
る
大
工
の
方
で
も
、
建
築
基

準
法
を
間
違
つ
て
解
釈
し
て
い

る
方
が
、
大
分
あ
り
ま
す
の
で

最
も
必
要
な
部
分
の
、
ニ
三
の

要
所
だ
け
を
ぬ
き

と
つ
て
皆
様

の
御
参
考
に
供
し

た
い
と
思
い

ま
す
 

建
築
基
準
法
 

（
用
語
の
定
義
）
 

第
一
一
条
 建

築
…
：
と
は
、
建

築
物
を
新
築
し

増
築
し
、
改

築
し
又
は
移
築
す
る
こ

と
を

い
う
 

大
規
模
の
修
繕

i
・
・

と
は
連
築
物
の
主
要
構
造
部

の

一
種
以
上
に
つ
い
て
行
う

過
半
の
修
繕
を
い
う
。
 

大
規
模
の
槙
模
替

・

…
と
は
建
築
物

の
主
要
構
造
 
 占

用
料
の
単
位
基
準
は
次
ぎ

の

通
り
 

一
、
電
柱
及
び
こ
れ
に
類
す
る

も
の

一
基
 
年
額
三
十
円

一
、
鉄
管
、
土
管
及
び
こ
れ
に

類
す
る
も
の

一
米
 
三
十
円

一
、
石
、
木
そ
の
他
工
事
用
材

料
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も

の

一
平
方
米
日
額
 
二
円

一
、
板
囲
、
足
場
そ
の
他
工
事

用
施
設
及
び
こ
れ
に
類
す
る

も
の
 

ク
 
ー

ー
円

一
、
看
板
、
日
除
改
び
こ
れ
に

類
す
る
も
の
 

一
個
一
本
月

五
十
円
 

一
、
雪
除
け
、
日
除
及
び
こ
れ

に
類
す
る
も
の

】
平
方
米
月

十
円
 

せ
る
子
プ
タ
が
よ
く
餌
を
食
込

む
こ
と
は
発
育
促
進
に
大
き
な

力
を
出
す
 

部
の

一
種
以
上
に
つ
い
て
行

う
過
半
の
模
様
替
を
い
う
 

（
建
築
物
の
健
築
等
に
関
す
る

申
請
及
び
確
認
）
 

第
大
条
 

建
築
主
は
建
築
物
を
建
築
し

よ
う
と
す
る
場
合

（
増
築
し

よ
う
と
す
る
場
合
も
同
じ
）
 

こ
れ
ら
の
建
築
物
の
大
規
模

の
修
網
若
し
く
は
、
大
規
槙

の
模
様
替
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
、
又
は
第
四
号
（
略
マ

に
掲
け
る
建
築
物
を
、
建
築

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
於
て

は
当
該
工
事
に
着
手
す
る
前

に
そ
の
計
画
が
、
当
該
建
築

物
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築

設
備
に
関
す
る
法
律
、
並
に

こ
れ
に
基
く
命
令
及
び
、
条

例
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
い
つ
て
、
 確

認
の
申
請
書
を
提
出
し
て
建

築
主
率
の
確
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
新
築

増
築
、
又
は
改
築
等
に
保
る

部
分
の
延
ぺ
面
積
が

一
O
平

方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の

に

つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
 
 一

、
露
店
、
商
品
置
場
及
び
こ
 

れ
に
類
す
る
も
の
 

一
平
方
米
日
郎
 
五
円
 

一
、
自
転
車
置
場
 

一
平
方
米

日
額
 
五
円
 

一
、
 ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
 

一
基
 
月
額
 
三
十
円

一
、
そ
の
他
の
点
用
物
件
 

一

基
平
方
米
 
日
額
五
円
か
ら

三
十
円
ま
で
 

一
戸
籍

係
か
ら

住
民
登
録
に
つ
い
て
 

今
年
も
四
月
一
日
よ
り
四
月
十

十
五
日
迄
の
間
に
住
民
登
録
調
 

（
達反
建
築
物
に
対
す
る
措
置
）
 

第
九
条
 

特
定
行
政
庁
は
、
こ
の
法
律

又
は
、
 こ
れ
に
基
く
命
令
若

し
く
は
、
条
例
の
規
定
に
違

反
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は

そ
の
建
築
主
、
建
築
工
事
の

請
負
人
、
 （
請
負
工
事
の
下

請
負
人
を
含
む
）
建
築
ュ
事

の
現
場
管
理
者
、
又
は
そ
の

所
有
者
、
管
理
者
、
若
し
く

は
占
有
者
に
対
し
て
、
エ
事

の
施
行
の
停
止
を
命
じ
、
又

は
相
当
の
ゆ
う
予
期
限
を
つ

け
て
、
当
該
緯
築
物
の
除
却

移
転
、
増
築
ノ
修
憎
、
槙
様

替
、
使
用
禁
止
、
使
用
制
限

そ
の
他
こ
れ
ら

の
規
定
に
対

す
る
違
反
を
是
正
す
る
為
、
 

必
要
な
措
臓
を
、
と
る
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

即
ち
第
」
条
で
は
新
築
、
増
築

改
築
、
移
築
、
大
規
模
の
修
繕

又
は
大
規
模
の
模
様
替
等
を
建

築
工
事
と
云
い
、
第
大
条
で
は

第
一
一条
中

一
O
平
方
メ
 
ト

ル
 

（三
坪
）
以
上
の
も
の
は
確
築
主

事
に
建
婆
確
認
申
講
書
を
提
出

し
て
認
定
を
得
た
後
で
な
け
れ

ば
エ
事
を
す
る
こ
と
が
掛
来
な

い
こ
と
に
な
つ
て
居
り
、
又
第

九
条
に
は
、
・
若
し建
築
物
の
建

築
確
認
認
定
を
得
ず
し
て
、
建

築
し
た
場
合
工
事
の
施
工
中
止

或
い
一
、
建
築
物
の
除
却
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
、
 

と
云

う
こ
と
を
法
律
に
定
め
ら
れ
て
 
 査

員
が
皆
様
の
御
家
庭
へ
行
き

家
族
の
異
動
状
況
を
調
査
し
ま

す
か
ら
御
協
力
願
い
ま
す

尚
調
査
後
も

K
e事
項
が
あ
り

」
 

ま
し
た
ら
＋
四
日
以
内
に
市
役

所
へ
届
け
て
下
さ
い
。
 

正
当
な
理
由
が
な
く
届
出
を
し

な
い
時
は
過
料
に
処
せ
ら
れ
ま

す
。
 

記
 

一
 
他
市
町
村
か
ら
五
所
川
原

市
へ
住
所
を
移
し
た
時
。
 

一
、
五
所
川
原
市
内
で
住
所
を

移
し
た
時
。
 

一
、
 世
帯
主
が
変
つ
た
時
。
 

有
り
ま
す
、
此
の
度
び
建
設
省

令

（
昭
和
三
十

一
年
十
一
一月
二

十
七
日
施
行
）
旧
五
所
川
原
、
 

飯
詰
、
長
橋
、
松
島
、
中
川
、
 

栄
、
三
好
、
毘
沙
門
は
勿
論
原

子
、
持
子
沢
、
羽
野
木
沢
、
梅

田
、
中
京
等
も
此
の
法
律
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ
た
の

で
、
工
事
を
、
な
さ
ん
と
す
る

方
は
特
に
御
注
意
し
運
反
の
な

い
様
に
し
て
下
さ
い
 

な
お
不
明
の
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
何
時
で
も
市
役
所
建
設
課

（
 

建
築
係
）
 へ
御
出
下
さ
れ
ぼ
皆

様
に
解
り
易
く
説
明
し
ま
す
か

ら
還
慮
な
く
御
出
下
さ
い
。
 

別
府
博
を

見
学
 

外
崎
市
畏
は
仙
台
市
隣
会
議
長

等
と
共
に
二
十
日
開
会
式
挙
行

の
別
府
温
泉
博
見
学
の
た
め
十

七
H
出
発
し
た
 

新
市
立
病
院
長

に
森
賢
博
決
定
 

市
立
病
院
長
工
藤
尚
義
医
博
は

自
宅
開
業
の
た
め
退
任
し
、
去

る
九
月
五
所
川
原
市
を
離
れ
た

が
一
後
任
院
長
に
小
湊
病
院
長

の
森
富
雄
医
博
が
決
定
近
く
着
一

任
す
る
工
藤
前
院
長
は
昨
年
、
 

夏
着
任
し
鋭
意
内
容
の
建
直
し

に
努
力
し
そ
の
効
果
著
し
く
、
 

今
後
を
期
待
さ
れ
て
い
た
、
院

内
外
の
信
望
も
厚
く
惜
ま
れ
て

い
る
、
な
お
エ
藤
氏
は
弘
前
市

沿
川
町
第
二
大
成
校
前
に
開
業

し
て
い
る
 

「
 

一
 

一
 

一
  
産業
指
導
シ
リ
ー
ズ
ー
 

 

豚
の

一・
生
②
 

梅
沢
支
所
 鳴
 
海
 
正
 

彦
 

親
豚
に
つ
け
る
仔
豚
の
数
 
は
分
娩

当
日
は
平
均
約
四
七
秒

こ
れ
は
母
豚
の
栄
費
状
態
、
年
 
三
日
目
」
二
秒
、
 そ
の
后
は
次

令
、
仔
を
生
ん
だ
回
数
、
乳
頭
 
第
に
短
か
く
な
り
離
乳
前
（
約

の
数
、
乳
の
出
の
よ
し
あ
し
、
 
大
十
日
前
后
）
に
は
一
一
秒
と

或
い
は
飼
料
の
よ
し
あ
し
で

ー
 な
る
c
全
期
聞
の
平
均
は
、

一

様
で
は
な
い
が
、
生
れ
た
仔
の
 
大
、
 八
秒
で
あ
る
（
農
研
丹
羽

数
が
多
く
て
全
部
の
仔
豚
を
育
 
博
士
）
分
娩
当
日
に
ほ
乳
及
び

て
ら
れ
な
い
場
合
は
弱
小
な
も
 
吸
乳
時
間
の
長
い
の
は
子
プ
（
 

る
時
間
は
分
娩
当
日
は
平
均
八
、
般
に
濃
厚
と
云
い
る
こ
の
た
め

二
分
で
そ
の
后
は
全
期
間
の
級
 
に
子
プ
（
の
発
育
は
他
の
家
畜

均
は
五
、
 三
分
で
そ
の
時
間
の
 
に
比
し
非
常
に
遮
い
大
き
な
原

う
ち
で
本
当
に
乳
を
吸

5
時
聞
 
因
で
す
‘
例
い
ば
生
時
の
体
重
 

、
い
 

農
地
問
題
及
び
懸
共
催

問
題

解
決
に
つ
い
て
の
御
確
 

青
森
県
平
和
産
業
大
博
覧
会
の
開
催
に
つ
き
ま
し
て
は

市
議
会
の
満
場

一
致
の
御
決
議
を
得
、
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
も
日
毎
熱
烈
な
御
支
援
を
得
て
着

A
と
し
て
初
期

の
目
的
を
運
成
し
つ
つ
あ
り
ま
す
こ
と
は
感
謝
に
た
え

ま
せ
ん
、
殊
に
最
地
問
題
及
び
県
共
催
問
題
に
つ
き
ま

し
て
は
、
非
常
な
御
心
配
と
御
、
ん
達
を
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
農
地
問
題
は
農
林
大
臣

の
認
可
を
得
、
ま
た
県
共
催
問
題
は
目
下
開
会
中
の
県

議
会
に
提
案
さ
れ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
近
．
 

中
こ
れ
も
又
決
議
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
、
 

殊
に
農
地
問
題
に
関
し
ま
し
て
は
市
の
発
巌
の
た
め
積

極
的
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
地
主
の
皆
さ
ん
に
、
 

長
い
問
何
か
と
御
不
便
を
御
か
け
し
ま
し
た
晦
と
を
深

く
御
わ
び
申
上
げ
ま
す
、
博
覧
会
事
業
の
困
難
さ
は
申

し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
私
共
は
皆
さ
ん
の
御

支
援
を
頼
み
と
し
て
こ
の
困
筆

乗
り
切
り
彼
岸
に
到

達
し
た
い
と
念
じ
て
お
り
ま
す
 

農
地
問
題
の
解
決
を
機
に
本
紙
上
を
も
つ
て
厚
く
御
礼

申
上
げ
ま
す
と
共
に
今
後
一
層
の
御
支
援
を
お
願
い
申

上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
 

青
森
県
平
和
産
業
大
博
覧
会
々
長
 

五
所
川
原
市
長
 
外

崎
千
代

吉
 

●

1

・

ー
 
・
‘

ー
 建

築

法
虎

の
巻
 

基
準
法
の
内
容
説
明
 

, 

丁 
農地問題が解決してからはぐんぐん仕事も進んでいます 

今度ミス手和博を全懸下よ b 募集します 

代表的青森美人を6名選び宣博嬢として南部、北海道、東北一園を巡回宣簿して戴く詳です

募規定は孫下有名美容院、市町村役嘉に有りまず。 ミス 1名

園、準ミス5名3000園、推薦下さつた方へも賞金がごぎいます

申込締切は4月5日です0 ふるつて御廠募御推薦下さし、 


